
令和８年度「旅館魅力発信」事業 仕様書 

 

１ 委託事業名 

令和８年度「旅館魅力発信」事業 

 

２  委託業務期間 

契約締結日から令和９年３月３１日（水）まで 

 

３ 委託業務 

  対象の業務期間に、以下の業務を実施すること。 

⑴  企画・立案・運営 

ア OTA（オンライントラベルエージェンシー）（以下「OTA」という。）を用いて、京都

市内の旅館等の宿泊施設の魅力の発信及び宿泊を促すプロモーションを夏期（８月上

旬から９月下旬 ※お盆期間は除く）及び冬期（１月中旬から２月下旬）に企画する

こと。 

イ PRする旅館の魅力について提案すること。 

ウ 各プロモーション期間は少なくとも４週間以上とすること。 

エ 旅館の予約数を最大化する上で、効果的な内容と実施期間を示し、提案すること。 

オ 旅館の予約数を増加させるため、クーポン等、旅館の魅力を向上するインセンティ

ブを付与する企画内容を提案すること。企画内容は事業の趣旨や京都市域の旅館の動

向や課題等を踏まえたものとし、詳細は採択後に京都市観光協会と協議するものとす

る。なお、クーポン等の原資は業務委託金額内に含むこと。 

カ 個人情報を除く本プロモーションを通じて発生した予約に係る利用者の情報や参

画施設ごとの利用状況等協会が求める様々な情報について可能な限り共有すること。 

キ 特集ページの PV数を Adobe Analytics※1を用いて提出すること。また PV数以外に

も委託事業者における京都市内のリピーター数やクーポン等を利用して宿泊した宿

泊者の属性情報、京都市内の旅館全体における課題や今後取るべき戦略など、当協会

が指定する情報※2を提出すること。 

※1 Adobe Analytics以外のデータツールを用いて、データの計測、提出する場合は

京都市観光協会と事前に協議すること。 

※2 提出いただく情報の詳細については、委託事業者決定後に京都市観光協会と協議

するものとする。 

ク 本業務の進捗を管理する責任者を明確にしておくこと。 

⑵ 特設サイトの作成 

ア OTA内に京都の旅館の魅力を PRする特設サイトを作成すること。なお、掲載内容に

ついては、京都市内の旅館の魅力向上にアプローチができる旅行者（旅館での特別な

時間、体験などに価値を見出す方）を京都市内の旅館宿泊に誘引できるよう効果的な

内容にすること。 

イ 掲載写真等のコンテンツは、使用承諾済で内容に問題がないことを当事者に確認の

上、使用すること。 



ウ サイト公開期間は、プロモーション期間と同期間以上とすること。 

エ 持続可能な京都観光の更なる促進を目的に、観光マナーやツーリストシップ、や「朝

夜観光」、「とっておきの京都」等について説明し、専用サイトへ遷移するバナーなど

を特設ページに追加すること。 

※なお、特設ページへの追加は委託契約締結以降、状況によって変更となる可能性も

あり得るので留意が必要。 

４ 実績報告等 

⑴  受託者は、業務が終了したときは、事業実施に係る取組の経過や成果等を実績報告

書等として作成し、本プロモーション完了後、電子で令和９年３月３１日（水）までに

提出すること。 

⑵ 委託者は、実績報告を受けた場合は、その書類の内容を審査し、必要があるときは 

受託者に報告を求める場合がある。 

 

５ 業務委託上限額 

金７，０００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を含む） 

  ※ 上記金額には、委託業務の内容に実施に係る全ての費用を含む。 

 

６ その他 

⑴ 個人情報等の保護 

受託者は、この委託業務によって知りえた個人情報及び通常秘密とされる企業情報を

この事業の目的外に使用してはならない。これは委託期間終了後も同様とする。 

⑵ 損害賠償 

委託業務の実施に伴い第三者に与えた損害は、委託者の責に帰すべきものを除き、全

て受託者の責任において処理すること。なお、損害賠償は委託契約書委託料の対価の総

額を上限とする。 

⑶ 著作権の取扱い 

円滑な事業の実施、成果の普及を図るため、この委託業務により生じた著作権（著作

権法第 27 条及び第 28 条の権利を含む。）については、原則として委託者に帰属させる

ものとする。 

⑷ 協議事項 

この仕様書に定めのない事項又は業務の遂行に当たり疑義が生じた場合は、当協会と

受託者の協議によりその解決を図るものとし、当該協議が整わないときは、当協会の指

示するところによるものとする。 

⑸ 留意事項  

受託者が、上記各条件に違反した場合は、契約書の規定に基づき委託者が委託業務の

一部又は 全部を解除し、委託料を支出しない又は支出している委託料の一部若しくは

全部を返還させる場合がある。委託者は、契約を解除した場合は契約書の規定に基づき

損害賠償を求める場合がある。  

⑹ 再委託の禁止 

受託者は、この契約に係る義務の履行を第三者に委託し、この契約に係る権利を譲渡



し、又はこの契約に係る義務を第三者に継承させてはならない。ただし、業務の一部に

ついて、あらかじめ文書により公益社団法人京都市観光協会が認めた場合はこの限り

ではない。 


